
 

 

 

 

 

 

 

市制施行 50周年記念ロゴマーク運用マニュアル（暫定版） 

 

 

令和２年１月７日 
庁 議 資 料 



市制施行 50周年記念ロゴマークについて 
・沿革 

市制施行 50 周年を記念する気運醸成と狛江市の愛着をより深めることを目的として広く市の内外から公募しました。その結果、応募総数

226作品から、芸術の専門家等で構成する選考委員会にて４作品の優秀作品を決定しました。その優秀作品の中から以下のロゴマークを市長が

最優秀作品に選定し、市制施行 50周年記念ロゴマークとしました。 

作者が作品にかけた想いは「記念すべき『50』の数字は狛江市の『狛』の漢字をモチーフとし、音符風のツノをつけることで、『音楽のまち』

のたのしさを表現しました。狛江は『水と緑のまち』であるので、ブルーとグリーンの色を使用。『50＋狛』をシンボル化することで、誰が見

てもわかりやすく、多方展開もしやすいマークを心がけました。」です。 

今後はこのロゴマークの運用に当たり市民や団体、行政等が一体となって狛江市のさらなる発展のために、その思いをつなぐ必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

運用方針（暫定） 

① ツール等の新規作成や更新・改訂に当たって積極的にロゴマークを利用し、50周年記念の気運醸成に努めること。 

② できるだけカラーで運用し、縦横の不均一な変倍やカラー等の変更は行わないこと。（やむを得ない場合、白黒も可とする。） 

③ 全体のデザインが完成し、変更が可能な段階で未来戦略室の確認を経ること。（例：チラシの場合は、印刷前に確認すること。） 

④ 禁止事項については以下の内容を参照とすること。 

 

禁止事項 

ここに示すのはロゴマークの誤った表示例です。このような使い方はロゴマークのもつ視認性やインパクトを損なう恐れがあります。 

ロゴマークの不適切な使用・変形・加工は避けてください。 
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・使用例（暫定） 

事例：名刺 

  

   

 

         

  



 

 

事例：チラシなど 

    


